
かごしま子育て応援企業登録制度実施要領

（目的）

第１条 この要領は，従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を県

で登録し，県ホームページ及び広報誌等により広く県民に紹介することで，企業の

子育て支援に対する自主的な取組みを促進することを目的とする。

（定義）

第２条 この要領において，企業とは，県内に本社又は事業所があり，常時雇用する

労働者を有して事業活動を行う企業，事業所，法人，団体等（国及び地方公共団体

を除く。）をいう。

（登録基準）

第３条 知事は，次の基準（以下登録基準という。）を全て満たす企業を「かごしま

子育て応援企業」として登録するものとする。

(1) 一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）

第１２条に規定する一般事業主行動計画をいう。）を策定した旨を，都道府県労

働局に届け出ていること。

(2) 一般事業主行動計画に定めた内容を，県において公表することについて同意し

ていること。

(3) 過去３年間において，法令に違反する重大な事実がないこと。

2 知事は，特例認定一般事業主（次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１

２０号）第１５条の２に規定する特例認定一般事業主を「かごしま子育て応援企業」

として登録するものとする。

（申込）

第４条 前条に規定する登録を受けようとする企業は，かごしま子育て応援企業登録

申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，知事に提出するものとする。

(1) 都道府県労働局へ提出した一般事業主行動計画策定届又は変更届の写し

(2) 一般事業主行動計画の写し

(3) 特例認定一般事業主であることを示す書類

(4) 前号に掲げるもののほか，知事が特に必要と認める書類

（登録）

第５条 知事は，前条の申込みをした企業(以下「申込企業」という。)が登録基準を

満たすと認められる場合には，当該申込企業を「かごしま子育て応援企業」として

登録するものとする。

２ 知事は，前項の登録をした場合は，申込企業にその旨を通知し，かごしま子育て

応援企業登録証（様式第２号）を交付するとともに，企業の名称，概要及び一般事

業主行動計画の内容について，広く周知を図るものとする。



３ 登録の期間は，登録をした日から申込みに係る一般事業主行動計画の計画期間の

終了する日までとする。

ただし，特例認定一般事業主については，期間を定めない。

（登録マーク）

第６条 知事は，前条の登録を受けた企業（以下「登録企業」という。）に対し，登

録マークを交付する。

２ 登録マークの取扱いについては，別に定める「かごしま子育て応援企業登録マー

ク使用要領」によるものとする。

（変更の届出）

第７条 登録企業は，次に掲げる事項を変更したときは，かごしま子育て応援企業登

録事項変更届（様式第３号）に変更事項が証明できる書類を添えて，速やかに，そ

の旨を知事に届け出なければならない。

(1) 所在地並びに名称及び代表者の氏名

(2) 一般事業主行動計画の内容

（登録の辞退）

第８条 登録企業は，登録基準を満たさなくなったとき又は登録継続の意思を失った

ときは，かごしま子育て応援企業辞退届（様式第４号）にかごしま子育て応援企業

登録証を添えて，速やかに，その旨を知事に届け出なければならない。

（登録の取消し）

第９条 知事は，登録基準を満たさないことが明らかになったとき，法令に違反した

とき，その他登録企業として適当でなくなったと認めるときは，当該企業の登録を

取り消すことができる。

（報告）

第１0条 知事は，必要があると認めるときは，登録企業に対し，一般事業主行動計画

の取組内容に関し，報告を求めることができる。

（その他）

第１1条 この要領に定めるもののほか，この要領の実施に必要な事項は別に定める。

附 則

この要領は，平成２０年７月２３日から施行する。

附 則

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，令和２年６月３日から施行する。



様式第１号（第４条関係） 

 

かごしま子育て応援企業登録申込書 

 

令和  年  月  日  

 

鹿児島県知事 殿 

 

申込者（名         称）                

    代表者又は責任者                 

の 職 名 ・ 氏 名                 

 

 かごしま子育て応援企業登録制度実施要領第４条の規定により，下記のとおり申し込みます。 

 なお，この申込書及び添付資料の記載事項は，事実に相違ありません。 

 

記 

 

企 

業 

の 

概 

要 

名    称（☆）  

代表者職名・氏名（☆）  

所 在 地 等（☆） 〒 

 

電話番号          ﾌｧｯｸｽ番号 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

業 種（☆） １ 製造業    ５ 卸売・小売業   ９ 医療・福祉 

２ 建設業    ６ 金融・保険業    10  複合サービス業 

３ 情報通信業  ７ 不動産業       11  サービス業 

４ 運輸業    ８ 飲食店・宿泊業  12  その他（    ） 

業 務 概 要（☆）  

 

常時雇用する労働者の数     名（うち男性    名，女性    名） 

登
録
基
準
に
係
る
事
項 

１(1)一般事業主行動計画（☆） 

   ① 届出年月日  令和  年  月  日 

   ② 計 画 期 間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 (2)特例認定一般事業主（☆） 

    ① 認定年月日  令和  年  月  日  

２ 法令違反の有無（過去３年間における労働基準法等の労働関係 

  法令，その他の法令に係る重大な違反の有無） 
有 ・ 無 

担 当 者 名 

 

所属            電話番号 

氏名            ﾌｧｯｸｽ番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

《次の書類を添付して下さい。》 

１ 都道府県労働局に提出した一般事業主行動計画策定届又は変更届の写し 

２ 一般事業主行動計画の写し 

３ 特例認定一般事業主であることを示す書類（※プラチナくるみん認定を受けている企業のみ） 

４ 会社概要（その他広報のため参考となる資料） 

５ 画像写真（会社外観，代表者の顔写真，特徴のある商品など）（☆） 

※ 名称及び（☆）のついた項目についてはホームページ等で公表します 



様式第２号（第５条関係） 
 

登録番号 第  号  

 

 

かごしま子育て応援企業登録証 

 

 

（企業・事業所名） 

 （代表者の氏名） 様 

 

 

 かごしま子育て応援企業登録制度実施要領第５条の規定

により，貴社をかごしま子育て応援企業として登録したこと

を，ここに証します。 

 

 

 登録期間   

 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 
 

 

 

 

 令和 年 月 日 

 鹿児島県知事名  



様式第３号（第７条関係） 

 

かごしま子育て応援企業登録事項変更届 

 

令和  年  月  日  

 

鹿児島県知事 殿 

 

届出者  郵 便 番 号                 

所 在 地                 

名      称                 

     代表者又は責任者                 

の 職 名 ・ 氏 名                 

（電 話 番 号               ） 

 

 平成・令和  年  月  日付け第    号で登録された内容を下記のとおり変更した

いので，かごしま子育て応援企業登録制度実施要領第７条の規定により，下記のとおり届け出

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 変 更 日   令和  年  月  日 

 

２ 変更内容 

 

《添付書類》 

 変更内容に応じて登記事項証明書(写)，一般事業主行動計画変更届(写)など，変更事項を証

明する書類を添付してください。 

 

 

変更する登録項目 

 

 

 

 

変更前 

 

 

変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第４号（第８条関係） 

 

かごしま子育て応援企業登録辞退届 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

鹿児島県知事 殿 

 

 

届出者  郵 便 番 号                 

所 在 地                 

名      称                 

     代表者又は責任者                 

の 職 名 ・ 氏 名                 

（電 話 番 号               ） 

 

 

 

 平成・令和  年  月  日付け第    号で登録された「かごしま子育て応援企業」

を辞退したいので，かごしま子育て応援企業登録制度実施要領第８条の規定により，下記のと

おり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

 

 

《添付書類等》 

 登録証を添付してください。 

 また，登録マークの使用を速やかに中止してください。 

 

 

 

 

辞 退 理 由 

 

 

 

 

 


